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広
報
は
や
ま
5
月
号

行 政 改 革 推 進 体 制

行
政
改
革
の
取
り
組
み
状
況

平
成
十
四
年
度
中
の

主
な
取
り
組
み
内
容

①
事
務
事
業
の
見
直
し

ア　

経
常
経
費
の
節
減
、
国
及
び
県
補
助
金

の
確
保
等
財
政
運
営
の
健
全
化
を
図
り
ま

し
た
。

イ　

民
間
事
業
者
へ
の
委
託
、
業
務
の
シ
ス

テ
ム
化
等
事
務
運
営
の
改
善
を
図
り
ま
し

た
。

ウ　

審
議
会
の
活
用
、
ま
ち
づ
く
り
条
例
の

制
定
等
住
民
参
加
の
拡
充
を
図
り
ま
し
た
。

エ　

公
文
書
の
公
開
、
入
札
や
契
約
制
度
の

取

り

組

み

経

過

　

社
会
情
勢
の
変
化
や
多
様
化
す
る
町
民

ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
体
制
づ
く
り
と
、
長

引
く
不
況
に
起
因
す
る
厳
し
い
財
政
状
況
下

で
健
全
な
行
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
た

め
、
平
成
八
年
五
月
三
〇
日
に
「
葉
山
町
行

政
改
革
大
綱
」
を
策
定
し
行
政
改
革
に
関
し

て
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
目
標
を
整
理
し
ま

し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
課
題
や
目
標
を
着

実
に
実
現
化
す
る
た
め
、
平
成
十
二
年
度
ま

で
の
五
ヵ
年
を
期
間
と
し
た
実
施
計
画
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
七

年
度
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
定
め
た
「
第
二

次
実
施
計
画
」
に
基
づ
き
、
行
政
改
革
の
推

進
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

行
政
改
革
推
進
体
制

　

行
政
改
革
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
町
民

の
皆
さ
ん
の
声
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
全
庁

が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で

す
。
町
で
は
、
次
の
よ
う
な
体
制
で
行
政
改

革
の
推
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

各事業担当課

行政改革推進本部会議
　町長（本部長）、助役、
　収入役、教育長、各部部長

行政改革大綱、実施計画の策定と進行管

理を行います。

行政改革懇談会
　有識者（行政経験者）、
　町民代表　等　１０人

行政改革大綱、実施計画の策定やその

実施についての助言や提言を行います。

町長 町民
町への提案等、町政に対する

意見や提案等を受けます。



７

お
知
ら
せ

改
正
等
公
正
で
透
明
な
行
政
の
推
進
を
図

り
ま
し
た
。

②
時
代
に
即
応
し
た
組
織
・
機
構
の
見
直
し

ア　

行
政
組
織
並
び
に
定
員
配
置
等
検
討
委

員
会
の
報
告
を
も
と
に
、
組
織
の
見
直
し

に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

③
定
員
管
理
及
び
給
与
の
適
正
化
の
推
進

ア　

定
員
削
減
計
画
に
基
づ
く
職
員
削
減
を

行
っ
て
い
ま
す
。

イ　

職
員
給
料
及
び
手
当
の
見
直
し
を
行
い

ま
し
た
（
一
般
職
職
員
の
給
料
、
扶
養
手

当
及
び
期
末
手
当
の
引
き
下
げ
）。

④
効
果
的
な
行
政
運
営
と
職
員
の
能
力
開
発

ア　

職
員
に
よ
る
提
案
制
度
を
活
用
し
、
新

規
事
業
ア
イ
デ
ア
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。

イ　

行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
を
改
善
し
、
評
点

化
に
よ
る
事
務
事
業
の
点
検
及
び
分
析
を

行
い
ま
し
た
。

ウ　

経
験
年
数
、
職
務
内
容
に
応
じ
た
研
修

を
実
施
し
、
職
員
の
資
質
向
上
を
図
り
ま

し
た
。

⑤
行
政
の
情
報
化
・
文
化
化
及
び
国
際
化
の

推
進

ア　

広
報
は
や
ま
の
紙
面
を
刷
新
し
、
町
政

に
関
す
る
情
報
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
る

よ
う
配
慮
し
ま
し
た
。

イ　

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
を
稼
動
し
、
パ
ス
ポ
ー
ト
交
付
申
請
時

の
住
民
票
の
添
付
や
年
金
受
給
の
現
況
届

が
不
要
に
な
る
等
諸
手
続
き
が
簡
略
化
さ

れ
ま
し
た
。

ウ　

姉
妹
都
市
（
草
津
町
）
及
び
国
際
姉
妹

都
市
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ホ
ー
ル
ド
フ
ァ

ス
ト
ベ
イ
市
）
と
の
交
流
事
業
を
行
い
ま

し
た
。

⑥
会
館
等
公
共
施
設
の
設
置
及
び
管
理
運
営

ア　

長
柄
下
会
館
、
消
防
団
第
五
分
団
詰
所

の
供
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

イ　

葉
山
小
学
校
の
耐
震
補
強
工
事
を
実
施

し
ま
し
た
。

ウ　
（
仮
称
）
保
育
園
・
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

整
備
に
向
け
た
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

取
り
組
み
に
よ
る
効
果
額

数
値
目
標
の
達
成
状
況

①
経
常
収
支
比
率

　

目
標
値　
　
　
　
　
　
　
　

八
五
�
以
下

　

平
成
十
四
年
度
決
算
値　
　

八
七
・
三
�

　

経
常
収
支
比
率
と
は
、
健
全
な
財
政
運
営

の
目
安
と
な
る
数
値
で
、
財
政
の
硬
直
度
を

測
る
指
標
で
す
。
近
年
は
、
景
気
低
迷
の
影

響
や
行
政
需
要
の
増
加
等
か
ら
多
く
の
地
方

公
共
団
体
で
数
値
が
高
く
な
る
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。

②
附
属
機
関
の
女
性
委
員
比
率

　

目
標
値　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
�
以
上

　

平
成
十
五
年
四
月
一
日
現
在

二
〇
・
〇
�

　

幅
広
い
分
野
、
年
齢
層
か
ら
の
登
用
及
び

男
女
共
同
参
画
社
会
を
考
慮
し
、
町
民
の
意

見
を
反
映
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

③
総
職
員
数

　

目
標
値　

平
成
十
年
度
を
基
準
に
十
年
以

内
に
十
�
削
減

　

平
成
十
年
四
月
一
日
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　

職
員
数　

三
一
六
人

　

平
成
十
五
年
四
月
一
日
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　

職
員
数　

二
九
八
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

削
減
率　

五
・
七
�

　

健
全
な
財
政
運
営
を
行
う
た
め
、
行
政
の

ス
リ
ム
化
を
計
画
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

行
政
改
革
の
取
組
に
よ
る
効
率
的
か
つ
合

理
的
な
行
政
運
営
を
推
進
し
た
結
果
、
次
の

よ
う
な
経
費
の
節
減
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

職
員
給
与
費
（
職
員
数
削
減
に
よ
る
給
料
、

諸
手
当
削
減
）　
　
　

九
九
、
二
三
七
千
円

ご
み
収
集
事
業
（
粗
大
ゴ
ミ
等
の
有
料
化
に

よ
る
手
数
料
収
入
増
）　

八
、
五
五
六
千
円

海
水
浴
場
開
設
事
業
（
海
水
浴
場
の
縮
小
に

よ
る
経
費
削
減
） 

　

三
、
五
三
六
千
円

庁
舎
維
持
管
理
費
（
節
電
節
水
等
に
よ
る
光

熱
水
費
の
削
減
）　
　
　

二
、
二
一
七
千
円

こ
れ
ら
の
効
果
額
は
、
重
点
的
か
つ
優
先
的

に
取
り
組
む
べ
き
サ
ー
ビ
ス
等
に
振
り
分
け

有
効
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課　

�
内
線
三
一
五

新
た
に
拡
充
さ
れ
た
制
度
の
概
要

　

平
成
十
五
年
十
月
か
ら
自
動
車
Ｎ

Ｏ
x
・
Ｐ
Ｍ
法
の
本
格
的
な
施
行
に
よ

り
、
対
策
地
域
内
に
お
い
て
、
排
出
基

準
に
適
合
し
な
い
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
両
保

有
者
は
、
基
準
に
適
合
し
た
自
動
車
に

代
替
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
従
来
よ
り
中
小
企
業
金

融
公
庫
等
の
政
府
系
金
融
機
関
に
お
い

て
、
車
両
を
代
替
す
る
事
業
者
に
対
す

る
融
資
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
厳
し

い
経
営
環
境
の
な
か
で
、
車
両
の
代
替

を
行
う
中
小
事
業
者
の
中
に
は
、
不
動

産
等
担
保
が
不
足
す
る
た
め
、
車
両
買

い
替
え
の
た
め
の
十
分
な
資
金
を
調
整

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
業
者
も
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、
事
業
者
に
対
す
る

支
援
を
さ
ら
に
強
化
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

問
合
せ

　

経
済
産
業
省

　

産
業
技
術
環
境
指
導
室

　

�
〇
三－

三
五
〇
一－

四
六
六
五

自
動
車
Ｎ
Ｏ
x
・
Ｐ
Ｍ
法
の
規

制
に
伴
う
車
両
の
代
替
の
た

め
の
融
資
制
度
の
お
知
ら
せ


